
最終更新日：令和 5 年 12 月 19 日

第三期特定健康診査等実施計画
東洋水産健康保険組合東洋水産健康保険組合



　特定健康診査等実施計画　(平成30年度〜令和5年度)
背景・現状・基本的な考え方背景・現状・基本的な考え方
No.1 ＜メタボ系疾患に関する課題＞

・基礎疾患（糖尿病、高血圧症、内分泌代謝疾患）の加入者一人当
たり医療費は患者全体の平均と比べて1.3倍。
・基礎疾患の患者数は患者率が13年比で16年度は+2.1ptsと増加傾
向にある。特定保健指導・保健指導対象者の割合も増加。
・保健指導対象者レベルからの流入が多い（2016年度　43.4%）
・特定保健指導の参加率が低い（平均　18.4%）

 ●リスクが把握できていない層の解消
●メタボリスク有者への生活習慣改善指導の徹底

No.2 ＜悪性新生物（消化器系）に関する課題＞
・悪性新生物の一人当たり医療費の伸びが19.6%と高く、また医科
医療費に占める割合も健保連平均（10.8%）と比べると高い（13.5
%）。
・消化器系のがん（胃がん、直腸がん、結腸がん、肝がん）は悪性
新生物に占める患者数(37.0%)および医療費（21.9%）がともに高く
、増加傾向にある。
・消化器系疾患の医療費は全体で8千万円とメタボ系疾患、悪性新生
物の次に多く、特にがん化しやすい胃炎や十二指腸炎の医療費が大
きい。

 ●受診率向上に向けた受診勧奨（二次検診含む）
●がん検診の充実化（種類の拡大、対象者の拡大）

No.3 ＜悪性新生物（婦人科系）に関する課題＞
・悪性新生物の一人当たり医療費の伸びが19.6%と高く、また医科
医療費に占める割合も健保連平均（10.8%）と比べると高い（13.5
%）。
・女性の被保険者割合が健保連平均の2倍程度と高く、特にがんが発
生し易い中高年層がボリュームゾーン（40-64歳女性が被保険者全体
の24.7％）
・悪性新生物の中で婦人科系（子宮がん、乳がん）が患者数の25.9
％、医療費の20.2％を占めて高い。
・また一人当りの医療費も高く、医療費および患者数ともに増加傾
向にある。

 ●受診率向上に向けた受診勧奨（二次検診含む）
●がん検診の充実化（種類の拡大、対象者の拡大）

No.4 ＜精神神経系疾患に関する課題＞
・傷病手当支給者数、日数、金額、全てにおいて毎年度、精神神経
系疾患の占める割合が最多。
・働き盛りの40代までメンタルの傷病手当支給が多い。(40代以下の
受給理由の86%がメンタル）
・一方でレセプトで多いのはその他の神経系疾患で、複数疾患が含
まれるため、原因究明が必要。

 ●事業所区分や事業主の所持データを考慮した実態把握
●事業所ごとの特色に基づいた施策検討

No.5 <加入者の特性・健保の運営に関する課題>
・女性比率が健保連（全国平均）と比して高く、被保険者の中年女
性（40-64歳）が多いため、更年期の婦人科系疾患や子宮がんなど女
性特有の疾患の発症リスクが高まっている。
・男女とも４０歳代中年層にボリュームゾーンがあり、平均年齢の
上昇により、疾病リスクが高まっている。

 -

基本的な考え方（任意）基本的な考え方（任意）
特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の重症化予防することを目的として、健診受診者にとって、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣の改善に向けての明確な
動機付けができるようになる。
特定健康診査の結果、リスク要因があり、改善の必要性がある対象者に対し、生活習慣の改善を促す保健指導を効果的に実施することで、生活習慣病の重症化を抑制するこ
とが可能となる。

特定健診・特定保健指導の事業計画特定健診・特定保健指導の事業計画
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11 事業名 特定健康診査（被保険者）特定健康診査（被保険者） 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：基準該当者
方法 対象者への健診提供
体制 事業主と共同実施

事業目標
【目的】加入者の健康維持。法定事業。受診率向上を図る
【概要】事業主と健診を共同実施することにより、被保険者の健診結果（法定
項目）を共有する。
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
受診率 96 ％ 96.5 ％ 97 ％ 97.5 ％ 98 ％ 98.5 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
案内回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
事業主と健診を共同実施することにより、被保険者の
健診結果（法定項目）を共有する。 （案内回数：2回
/年、受診率：95％）

事業主と健診を共同実施することにより、被保険者の
健診結果（法定項目）を共有する。 （案内回数：2回
/年、受診率：95％）

事業主と健診を共同実施することにより、被保険者の
健診結果（法定項目）を共有する。 （案内回数：2回
/年、受診率：100％）

R3年度 R4年度 R5年度
事業主と健診を共同実施することにより、被保険者の
健診結果（法定項目）を共有する。 （案内回数：2回
/年、受診率：100％）

事業主と健診を共同実施することにより、被保険者の
健診結果（法定項目）を共有する。 （案内回数：2回
/年、受診率：100％）

事業主と健診を共同実施することにより、被保険者の
健診結果（法定項目）を共有する。 （案内回数：2回
/年、受診率：100％）

22 事業名 特定健康診査（被扶養者）特定健康診査（被扶養者） 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：基準該当者
方法 対象者への健診提供
体制 組合として実施

事業目標
【目的】加入者の健康維持。法定事業。受診率向上を図る
【概要】生活習慣病健診ならび人間ドックに併せて実施。
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
受診率 58 ％ 61 ％ 64 ％ 67 ％ 70 ％ 73 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
案内回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
生活習慣病健診ならび人間ドックに併せて実施。 （
案内回数：2回/年、受診率：40％）

生活習慣病健診ならび人間ドックに併せて実施。 （
案内回数：2回/年、受診率：45％）

生活習慣病健診ならび人間ドックに併せて実施。 （
案内回数：2回/年、受診率：55％）

R3年度 R4年度 R5年度
生活習慣病健診ならび人間ドックに併せて実施。 （
案内回数：2回/年、受診率：60％）

生活習慣病健診ならび人間ドックに併せて実施。 （
案内回数：2回/年、受診率：65％）

生活習慣病健診ならび人間ドックに併せて実施。 （
案内回数：2回/年、受診率：70％）

33 事業名 特定保健指導特定保健指導 対応する健康課題番号 No.1No.1


事業の概要
対象 対象事業所：全て, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：基準該当者
方法 対象者の抽出。保健指導自体は外部委託
体制 事業主と共同実施。また外部委託機関と連携

事業目標
【目的】特定保健指導の実施率向上、生活習慣病リスク保有者の生活習慣・健
康状態の改善
【概要】メタボリックシンドローム該当者、予備群へ委託業者による保健指導
を実施する。
参加勧奨を強化する。
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
メタボ脱却率 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％ 50 ％
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
実施率 34.5 ％ 42.2 ％ 44.7 ％ 49 ％ 51.4 ％ 55.7 ％

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。
実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
メタボリックシンドローム該当者、予備群へ委託業者
による保健指導を実施する。 参加勧奨を強化。 実施
率：39％

メタボリックシンドローム該当者、予備群へ委託業者
による保健指導を実施する。 参加勧奨を強化。 実施
率：48％

メタボリックシンドローム該当者、予備群へ委託業者
による保健指導を実施する。 参加勧奨を強化。 実施
率：55％

R3年度 R4年度 R5年度
メタボリックシンドローム該当者、予備群へ委託業者
による保健指導を実施する。 参加勧奨を強化。 実施
率：55%

メタボリックシンドローム該当者、予備群へ委託業者
による保健指導を実施する。 参加勧奨を強化。 実施
率：55％

メタボリックシンドローム該当者、予備群へ委託業者
による保健指導を実施する。 参加勧奨を強化。 実施
率：55％
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達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 3,227 ∕ 3,730 ＝
86.5 ％

3,269 ∕ 3,730 ＝
87.6 ％

3,311 ∕ 3,730 ＝
88.8 ％

3,353 ∕ 3,730 ＝
89.9 ％

3,395 ∕ 3,730 ＝
91.0 ％

3,437 ∕ 3,730 ＝
92.1 ％

被保険者被保険者 2,688 ∕ 2,800 ＝
96.0 ％

2,702 ∕ 2,800 ＝
96.5 ％

2,716 ∕ 2,800 ＝
97.0 ％

2,730 ∕ 2,800 ＝
97.5 ％

2,744 ∕ 2,800 ＝
98.0 ％

2,758 ∕ 2,800 ＝
98.5 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 539 ∕ 930 ＝ 58.0 ％ 567 ∕ 930 ＝ 61.0 ％ 595 ∕ 930 ＝ 64.0 ％ 623 ∕ 930 ＝ 67.0 ％ 651 ∕ 930 ＝ 70.0 ％ 679 ∕ 930 ＝ 73.0 ％
実実
績績
値値
※11

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被保険者被保険者 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 被扶養者 ※33 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 200 ∕ 580 ＝ 34.5 ％ 245 ∕ 580 ＝ 42.2 ％ 260 ∕ 582 ＝ 44.7 ％ 285 ∕ 582 ＝ 49.0 ％ 300 ∕ 584 ＝ 51.4 ％ 325 ∕ 584 ＝ 55.7 ％
動機付け支援動機付け支援 80 ∕ 350 ＝ 22.9 ％ 100 ∕ 350 ＝ 28.6 ％ 110 ∕ 351 ＝ 31.3 ％ 120 ∕ 351 ＝ 34.2 ％ 130 ∕ 352 ＝ 36.9 ％ 140 ∕ 352 ＝ 39.8 ％
積極的支援積極的支援 120 ∕ 230 ＝ 52.2 ％ 145 ∕ 230 ＝ 63.0 ％ 150 ∕ 231 ＝ 64.9 ％ 165 ∕ 231 ＝ 71.4 ％ 170 ∕ 232 ＝ 73.3 ％ 185 ∕ 232 ＝ 79.7 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
動機付け支援動機付け支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
積極的支援積極的支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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目標に対する考え方（任意）目標に対する考え方（任意）
第3期の実施率目標　特定健診受診率90％以上、特定保健指導実施率55％以上（最終年度の令和5年度までに達成する。）

特定健康診査等の実施方法（任意）特定健康診査等の実施方法（任意）
1．実施場所
(1)特定健康診査 
＜被保険者＞
　①事業所が実施する集合健診または集合健診を主管している健診機関
　②当健康保険組合が提携する健診機関
※提携医療機関から健診結果を受領することで特定健康診査を実施したこととする 
＜任意継続被保険者＞
　①当健康保険組合が提携する健診機関
＜被扶養者＞
　①当健康保険組合が提携する健診機関または委託する健診代行機関主管のホテル会場等
　②被扶養者が任意でした健診医療機関
2.実施項目
実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第２編第２章に記載されている健診項目に加えて、がん検診項目（胃部X線検査、大腸検査）、胸部X線検査に基づいて実施
する。
3.実施時期
特定健康診査、特定保健指導ともに、通年とする。
4.外部委託の有無
特定健康診査及び特定保健指導は、個別契約により委託する。
5.周知・案内方法
被保険者は、主に事業主から案内を行い、被扶養者は当健康保険組合から郵送により勧奨を行う
6.健診データ・特定保健指導データ収集方法
健診データは、当健康保険組合が提携する健診機関から随時、電子データにて受領する。または個別に受診した本人が健保提携外で受診した場合は、健診結果用紙にて受領
する。
特定保健指導データは、外部委託先から電子データにて受領する。
なお、保管年数は、5年とする。

個人情報の保護個人情報の保護
・当健保組合は、個人情報保護管理規程を遵守する。
・当健保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
・当健保組合のデータ管理者は、常務理事とする。またデータの利用者は当組合の指示した職員に限る。

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
・本計画の周知については、ホームページにて掲載する。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
・当計画については、毎年見直し、目標と大きく乖離した場合、必要に応じて見直すこととする。
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